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議第122号 多治見市国民健康保険条例の一部を改正するについて 

１ 改正趣旨 

  全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正す

る法律（令和５年法律第31号）により、出産被保険者に係る国民健康保険料の所得割額及

び被保険者均等割額を減額する制度が設けられたことに伴い、所要の改正を行う。 

２ 主な改正内容 

(１) 保険料の賦課額の算定に関する規定について、次の改正を行う（第11条の３、第15

条の６の２及び第15条の７関係）。 

 ア 賦課額を減額する場合に関し、引用する条例の規定を追加する。 

 イ 国民健康保険事業に要する費用のための収入に関し、引用する法の規定を追加する。 

(２) 地方税法の一部改正に伴う項ずれについて、引用箇所を改める（第13条第１項及び

第20条第１項関係）。 

(３) 出産被保険者に係る出産予定月の前月（多胎児の場合は３月前）から出産予定月の

翌々月までの期間に係る国民健康保険料の所得割額及び被保険者均等割額の減額に係る

規定を追加する（第20条の４関係）。 

(４) 出産被保険者の属する世帯に係る保険料の減額に関し、賦課期日後における被保険

者数の異動等があった場合の取扱いについて定める第19条第１項又は第２項に規定する

場合における月割による保険料額について規則で定める旨の規定を追加する（第20条の

４関係）。 

(５) 出産被保険者に関する届出に係る規定を追加する（第25条の４関係）。 

３ 施行日 令和６年１月１日（令和６年１月以降の令和５年度分保険料から適用） 
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議第123号 令和５年度多治見市一般会計補正予算（第６号） 
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